
本事業に関してのＱ&Ａ 

 

Ｑ１ 施設従事者は、本事業の対象とならないか。 

Ａ１ 対象となりません。 

   日本財団の検査を御利用ください。 

 

Ｑ２ 唾液が採れない入所者への対応はどうすればよいか。 

Ａ２ 大変申し訳ございませんが、本事業の対象にはなりません。 

   施設で抗原キットを購入する等の対応をお願いします。 

 

Ｑ３ 検査の結果、陽性者がいた場合の対応はどうすればよいか。 

Ａ３ 陽性者の体調管理をしながら、速やかに新規入所者等（または代理人）へ連絡をし、 

感染拡大防止策を講じてください。 

 

Ｑ４ ３月以降も本事業は継続しますか。 

Ａ４ 現段階では２月までとしていますが、今後の感染状況や国の動向等を踏まえながら 

検討します。 


